出席停止の感染症
医師の意見届（保護者記入）
和泉ふたば保育園　園長　宛
園児氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
病名「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」と診断され
医療機関名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　において
電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

症状が回復し、集団生活に支障がない状態となり、令和　　年　　月　　日から登園可能と判断されましたので登園します。
令和　　年　　月　　日
保護者名　　　　　　　　　　　　　　　　　
医師の許可が必要な感染症
	病　　名
	登園のめやす

	麻疹（はしか）
	解熱後3日を経過してから

	インフルエンザ（鳥および新型インフルエンザ等感染症を除く）
	発症した後５日を経過し、かつ解熱した後3日を経過するまで

	風疹（三日ばしか）
	発疹が消失してから

	水痘（みずぼうそう）
	すべての発疹がかさぶたになるまで

	流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）
	耳下腺、顎下腺または舌下腺のはれが現れた後5日間を経過し、かつ全身状態がよくなるまで。

	結核
	感染のおそれがなくなってから

	咽頭結膜炎（プール熱）
	主な症状が消え、2日経過してから

	百日咳
	特有の咳が止まるまで。または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終わるまで。

	腸管出血性大腸菌感染症
（Ｏ－１５７、Ｏ－１１１等）
	症状がおさまり、抗菌薬による治療が終了し、48時間あけて連続2回の検便が陰性であること

	髄膜炎菌性髄膜炎
	病状により園医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで。

	流行性角結膜炎
	感染力が強いため、結膜炎の症状が消失してから


厚生労働省「保育所における感染症対策ガイドライン」より
文部科学省「学校保健安全法施行規則の一部を改訂する省令の施行について」より

※病気の状況により、医療機関に連絡させていただくことがありますので、ご了承ください。
出席停止ではない感染症

登　園　届（保護者記入）
和泉ふたば保育園　園長　宛
園児氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
病名「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」と診断され
医療機関名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　において
電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

症状が回復し、集団生活に支障がない状態と判断されましたので登園します。
令和　　年　　月　　日
保護者名　　　　　　　　　　　　　　　　　

医師の診断を受け保護者が記入する登園届が必要な感染症
	病　　名
	登園のめやす

	ウイルス性胃腸炎
（ノロ、ロタ、アデノウィルス等）
	嘔吐・下痢等の症状が治まり、ふだんの食事が摂れること

	ＲＳウィルス
	呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと

	帯状発疹
	すべての発疹が痂皮化してから

	溶連菌感染症
	[bookmark: _Hlk526850465]抗菌薬内服後24～48時間が経過していること

	手足口病
	発熱や口腔内の水泡・潰瘍の影響がなく食事が摂れること

	伝染性紅斑（りんご病）
	全身状態が良いこと

	マイコプラズマ肺炎
	発熱や激しい咳が治まっていること

	ヘルパンギーナ
	発熱や口腔内の水泡・潰瘍の影響がなく、食事が摂れること

	伝染性膿痂疹（とびひ）
	皮疹が乾燥しているか、湿潤部位が覆える程度であること（皮疹・痂疹が湿潤している間は感染力がある）

	突発性発疹
	解熱し機嫌が良く全身状態がよいこと

	その他、集団生活に支障をきたすおそれのある伝染病の疾病（アタマジラミ・ウィルス性肝炎等）
	病状により医師において伝染のおそれがないと認めるまで


厚生労働省「保育所における感染症対策ガイドライン」より
※病気の状況により、医療機関に連絡させていただくことがありますので、ご了承ください。
